
環 備 － ６ １ ４

平成２８年２月９日

一般社団法人秋田県産業廃棄物協会

会長 山岡 緑三郎 様

秋田県生活環境部長

（ 公 印 省 略 ）

廃棄物処理におけるジカウイルス感染症対策について（通知）

日頃から県の廃棄物行政の推進に、御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、平成２８年２月５日付け環廃対発第1602051号及び環廃産発第1602052号で、

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長から別添のとおり通知がありましたので

お知らせします。

つきましては、ジカウイルス感染症の感染が県内で確認された場合は、関連する医

療機関等から排出される廃棄物の適切な処理の確保のため、「廃棄物処理法に基づく

感染性廃棄物処理マニュアル」（平成２４年５月）に基づき、運搬時及び処分時にお

いて作業者への感染防止に万全を期すよう、貴会員に周知くださるようお願いします。

なお、感染性廃棄物処理業者には別添写しのとおり通知しています。

《担 当》

秋田県生活環境部

環境整備課廃棄物対策班

ＴＥＬ 018－860－1624

ＦＡＸ 018－860－3835







○写
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平成２８年２月９日

感染性廃棄物処理業者 各位

秋田県生活環境部長

（ 公 印 省 略 ）

廃棄物処理におけるジカウイルス感染症対策について（通知）

日頃から県の廃棄物行政の推進に、御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、平成２８年２月５日付け環廃対発第1602051号及び環廃産発第1602052号で、

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長から別添のとおり通知がありましたので

お知らせします。

つきましては、ジカウイルス感染症の感染が県内で確認された場合は、関連する医

療機関等から排出される廃棄物の適切な処理の確保のため、「廃棄物処理法に基づく

感染性廃棄物処理マニュアル」（平成２４年５月）に基づき、運搬時及び処分時にお

ける作業者の感染防止に万全を期すよう留意してください。

《担 当》

秋田県生活環境部

環境整備課廃棄物対策班

ＴＥＬ 018－860－1624

ＦＡＸ 018－860－3835




